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① 市道鮎ケ丘線 

＜要望等＞ 

工事のため、大型車両の出入りがある。 

＜対策＞ 

児童の登下校時、誘導員等を歩道付近に配置してい

いただくよう事業者に申し入れる。 
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② 市道稲常徳吉線 

＜要望等＞ 

片山橋の上の強風。横断時の車の往来。 

＜対策＞ 

橋の上のカラー塗装は困難。地域で注意していただ

くよう学校から申し入れる。また、出合橋を通るルー

トへの変更を学校で検討する。 
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③ 主要地方道郡家鹿野気高線 

＜要望等＞ 

歩道橋工事中の書店前の横断歩道に行く周辺で、

朝、車の出入りが激しいため注意が必要。 

＜対策＞ 

歩道橋改修工事を行っている県が、児童横断時の警

備員を配置し、安全を確保している。 
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④ 市道曳田中学校線 

＜要望等＞ 

歩行者通路用トンネルの見通しが悪く狭い。自転車

も通るので、注意が必要。 

＜対策＞ 

トンネル入口に「歩行者注意」看板を設置する。学

校は、自転車通学する生徒にトンネル内は自転車を引

いて歩くように申し入れる。 
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⑤ 県道３２４号線 

＜要望等＞ 

交通量が多く、歩車分離式の信号だが、児童が渡り

きる前に信号が点滅する状況がある。 

＜対策＞ 

歩行者用信号機の時間を、児童が左右確認して横断

するために必要な時間に変更する。 
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⑥ 国道５３号線 

＜要望等＞ 

歩道橋で雨風が強い時には飛ばされそう。 

＜対策＞ 

風対策は困難。学校は、児童、保護者に注意を促す。 
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⑦ 市道稲常徳吉線 

＜要望等＞ 

徳吉神社付近で、ミラーはあるが、車通りが多い。 

＜対策＞ 

歩行者・車が合流することを運転者に認識させるた

め、市道上にＴ字の白線を引き、注意喚起する。学校

は、当該地区に回覧などにより注意を促す。 

 

 

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。（承認番号 令元情複、第 858号） 
この複製品を第三者がさらに複製する場合、国土地理院の長の承認を得なければならない。 

７ 


